
う 292-3121　え 292-5400　お webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！

知っていますか　３つのしるし
～障がいのある人とない人がお互いに尊重し支え合う「共生社会」の実現を目指して～

ヘルプマーク
「配慮をお願いします」を伝えるマーク
　ヘルプマークは、外見では健康に見えていても、義足や人工関節を使用
している、内部障がい※がある、妊娠初期であるなど、援助や配慮が必要
な方に配布しています。
　ヘルプマークを付けている方を見かけたら、優先席の利用、駅などでの
声かけ、災害時の避難の支援などの配慮をお願いします。
※心臓機能障害、肝機能障害、呼吸器機能障害などの体の内部の障がい
●配布場所：健康福祉課　福祉担当（配布時に簡単な聞き取りがあります）

「あなたの支援が必要です」を伝えるカード
　ヘルプカードは、緊急連絡先や障がいの内容、必要とする支援などを記
載することができるカードで、障がいのある方や高齢者などが、災害時や
日常生活の中で困ったときに、必要な支援や適切な医療などが受けられや
すくするためのものです。

「身体内部に障がいを持っています」を伝えるカード
　身体内部に障がいがある方は外見からわかりにくいため、様々な誤解を
受けることがあります。内部障がいがある方の中には、電車などの優先席
に座りたい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、車を障がい者用駐車
スペースに停めたいといったことを希望していることがあります。

　カードに記入し、常に携帯することで、緊急時に必要となる情報をあらかじめ備え持つことができ、
障がいをお持ちの方や家族、支援者の不安を和らげることができます。
　また、このカードが広く普及することで、障がいへの理解を広めることができます。
●配布場所：健康福祉課　福祉担当（町HPからもダウンロードできます。）

　このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障がいへの配慮についてご理解、ご協力
をお願いいたします。
●配布場所：健康福祉課　福祉担当
あ健康福祉課　福祉担当　う内線１１３

ヘルプカード

ハート・プラスマーク

介護マークをご利用ください
　認知症の方の介護は、他の人から見ると介護をしていることが分かりにくいため、誤解や偏見を持た
れることがあります。
　「介護マーク」は、介護中であることをお知らせするマークです。外出先でこのマークを見かけたら
温かく見守ってください。首からかけられるカードタイプをあで配布しています。また、埼玉県ホーム
ページからダウンロードもできます。

あ健康福祉課　高齢者介護担当　う内線１１６
あ地域包括支援センター　う２９２-５５０５（直通）

こんなときにご利用ください
・介護していることを周囲にさりげなく知ってもらいたいとき
・駅やサービスエリアなどのトイレで付き添うとき
・男性介護者が女性用下着を購入するとき　　など
　障がいのある方を介護する方も「介護マーク」をご活用ください。

「介護マーク」
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訂  正  と  お  詫  び
12 月号に掲載した「年末年始の業務案内につ
いて」において誤りがありました。訂正してお
詫びします。

広域静苑組合越生斎場の火葬について
誤　火葬は年中無休です。
正　火葬予約は年中無休です。

防災行政無線が聞きづらい場合は
以下のサービスをご利用ください

戦没者等のご遺族の皆さまへ

○防災行政無線テレホンサービス
　防災行政無線テレホンサービスは、防災行政
無線の放送内容を電話で聞くことができるサー
ビスです。
・放送終了直後から利用できます。
・24時間以内に放送されたものを聞くことがで
きます。
う０８００-８００-８０９９

○越生町メール配信サービス
　越生町メール配信サービスは、防災行政無線
で放送した内容、防災、防犯情報、イベント情
報などを携帯電話やパソコンにメールで配信す
るものです。登録方法は下記の➀、②のいずれ
かでできます。
➀下記メールアドレスに空メールを送り、登録
案内メールが返信されますので、メールの内
容に従い登録してください。

　お ogose@entry.mail-dpt.jp
➁下記のQRコードを携帯で登録をしてください。

※登録方法がわからない場合
は、総務課または梅園コミ
ュニティー館まで

　　　　　　　　　　　　　
あ総務課　地域支援・防災安全担当
　う内線２１６

　第十一回特別弔慰金の請求期限は３月 31 日
( 金 ) までです。
　請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を
受ける権利がなくなりますので、お早めにご請
求ください。
対象者　令和２年４月１日（基準日）において、

「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病
者戦没者遺族等援護法による遺族年金」
等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）
がいない場合に、次の順番による先順
位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
➀令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族
等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

➁戦没者等の子
➂戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している
等の要件を満たしているかどうかにより、順
番が入れ替わります。

➃上記１～３以外の戦没者等の三親等内の親族
（甥、姪　等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生
計関係を有していた方に限ります。

支給内容　額面 25万円、５年償還の記名国債
留意事項　特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一

人が受け取るものです。ご遺族間の調
整は、記名国債を受け取った方が責任
を持って行うことになります。

あ健康福祉課　福祉担当
　う内線１１２・１１３
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▲送信フォーム
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